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国際財務報告基準（IFRS）と日本・中国の会計基準との比較（棚卸資産）

A．会計基準の動向

１．国際財務報告基準（IFRS）の動向
　国際財務報告基準（International Financial Reporting Standards ;IFRS）は、
国際会計基準審議会（International Accounting  Standards Board;IASB）によ
り制定された国際会計基準である。米国、日本は条文主義を採用している
ので、会計処理の際には規則に従い会計処理を行う。国際会計基準は英国
の原理原則主義を基礎としているので、原則を会計士が解釈して会計処理
を定め、原理原則に適合している限り会計方針や会計処理が他の事例と異
なることも許容される。
　2008年12月12日 欧州委員会が、日本、米国の会計基準について、国際
会計基準（IFRS）と同等と認めた。又、中国の会計基準については、今
後見直しを行なうとの条件の下、2008 年12 月12 日に同等と認めるとの決
定を公表している。
　国際会計基準（IFRS）は、欧州連合(EU）を含む多くの国で会計基準と
して採用されている。

２．日本の会計基準の動向
　企業会計基準委員会（Accounting Standards Board of Japan；ASBJ）は、
財務会計基準機構の内部組織であり、国内会計基準の開発と国際的な会計
基準の整備の為に「企業会計基準」を設定している。「企業会計基準」は、
会計基準のコンバージェンスに向けて2006年7月に公表され、2008年4月以
降開始する事業年度から適用されている。2008年9月には、後入先出し法
の禁止の改定が行われ、2010年4月開始する事業年度から適用されている。
「企業会計基準」は、現存する既存の会計基準と相違がある場合、優先適
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用される。現在、2015年か2016年に上場企業に対してIFRS適用への議論
が行われている。

３．中国の会計基準の動向
　中国の会計基準には、企業会計制度と新会計準則の二つがある。企業会
計制度は日系企業を含むほとんどの外国投資企業と一部の中国内資企業に
適用されており、新会計準則はIFRSに対応して設定され、上場会社が適
用対象である。IFRSと中国の会計基準との比較は、多くの日本企業が中
国に現地法人を有しているので、関心が高いと思われるので行った。

B．当資料の作成に当って

１．会計基準比較分析の目的
　当資料では、IFRS国際会計基準と日本の会計基準、次にIFRS国際会計
基準と中国の会計基準とのそれぞれの比較分析を行うことにより、国際基
準からかい離している会計基準を具体的に特定して、今後の検討課題を提
起するものである。又、企業は自社の現行の会計原則のどれがIFRSへ移
行の場合修正が必要かを予め認識することが可能となる。

２．比較対象文献
　国際会計基準対象文献
　国際会計基準第2号　棚卸資産 2010年12月31日現在の公表版日本語訳

日本会計基準対象文献
企業会計基準第９号、改定平成20年9月26日
企業会計原則、最終改定昭和57年4月20日
企業会計原則と関係諸法令との調整に関する連続意見書第4　棚卸資産
の評価について（昭和37年8月）

中国会計基準対象文献
中華人民共和国　企業会計準則及び応用指南ー日中対訳　トーマツ、
2010年7月



－110－ －111－

国際財務報告基準（IFRS）と日本・中国の会計基準との比較（棚卸資産）

３．比較分析の報告方法
　比較分析の結果、特定した調査対象文献の条文を記載し、同一点、近似
点、相違点を明示の上その差異内容を記録した。
同一点は、IFRSの条文と内容が同じと考えられることを意味する。「近似
点」は、概ねIFRSの条文と内容が同じと考えられることを意味する。「相
違点」はIFRSの条文と内容が異なると考えられることを意味する。

C．当資料の比較分析の結果総括

１．日本の会計基準（企業会計基準第９号等）との主要な相違点（詳細は
比較分析表参照）：

　・　IFRS 6項に関して:棚卸資産の範囲には、事務用消耗品も含まれる。
　・　棚卸資産の範囲にサービス業の棚卸資産は定められていない。
　・　IFRS 8項に関して: 企業会計基準第９号には、関連する収益を企業

がいまだ認識していない役務提供の原価が含まれるとの記載がみら
れない。

　・　IFRS25項に関して：重要性が乏しい場合に最終取得原価法を認め
ている。

　・　IFRS34項に関して：切離法では、正味実現可能価額の上昇により
生じる棚卸資産の評価減の戻入は行わない。

　・　IFRS36(c)項に関して：販売費用控除後の公正価値で計上した棚卸
資産の帳簿価額を開示するとの記載がない。

　・　IFRS36(f)項に関して：相違点：棚卸資産の評価減の金額の開示は
求めているが、棚卸資産の評価減の戻入をする原因となった状況及
び事象の開示は求めていない。

２．中国の会計基準（企業会計準則第1号）との主要な相違点詳細は比較
分析表参照：

　・　IFRS5項に関して：コモデティが棚卸資産販売費用控除後の公正価
値により測定される場合は、測定に関する要求事項のみが除外され
るとの定めがない。

　・　IFRS16項に関して：棚卸資産の原価から除外され、発生した期間



－112－ －113－

に費用として認識されるものの例に、販売費用を除外すると明記さ
れていない。

　・　IFRS22項に関して：売価還元法の適用を認める記載がない。
　・　IFRS36(c)項に関して：販売費用控除後の公正価値で計上した棚卸

資産の帳簿価額を開示するとの記載がない。

D．IFRS、日本、中国の会計基準との相違についての考察

　IFRSは、原理原則の具体的な例示が多くみられ分かりやすく書かれて
いる。
　日本の会計基準は、過去からの紆余曲折があり調査する項目をたどって
いくのに手間がかかる。「財務会計基準」には、既存の会計基準との関連
が明記されていて、分かりやすく説明が行われている。
　中国の「企業会計準則」は、IFRSをそのまま記載したと思われる個所
もあり、それゆえに両基準との乖離が少ないと考えられる。しかし、応用
指南があるものの具体的な記載と例示が少ないので、それだけでは適用に
難しい面があると思われる。
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国際財務報告基準（IFRS）と日本・中国の会計基準との比較（棚卸資産）
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IF
R

S国
際
会
計
基
準
第
2号

（
20
10
年
12
月
31
日
現
在
）

日
本
会
計
基
準

中
国
会
計
基
準

企
業
会
計
基
準
第
９
号
等

中
国
会
計
基
準
（
企
業
会
計
準
則
第
1号
）

1
棚
卸
資
産
の
会
計
処
理
を
定
め
る
。
論
点
は
、
資
産

と
し
て
認
識
し
、
繰
り
越
す
べ
き
原
価
の
価
額
で
あ

る
。
原
価
の
決
定
及
び
正
味
実
現
可
能
価
額
へ
の
評

価
減
を
含
む
そ
の
後
の
費
用
認
識
に
関
す
る
指
針
と

棚
卸
資
産
に
原
価
を
配
分
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る

原
価
算
定
方
式
に
関
す
る
指
針
を
提
供
し
て
い
る
。

1
近
似
点
：

棚
卸
資
産
の
評
価
方
法
、
評
価
基
準
及
び
開
示
を
定

め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

企
業
会
計
基
準
第
９
号

(平
成
20
年
9月
26
日
改
定
）

が
企
業
会
計
原
則
と
原
価
計
算
基
準
の
定
め
に
優
先

す
る
。

1
近
似
点
：

棚
卸
資
産
の
認
識
、
測
定
及
び
関
連
情
報
の
開
示
を

規
範
化
す
る
た
め
本
基
準
を
設
定
す
る
。

2
次
を
除
く
全
て
の
棚
卸
資
産
に
適
用
す
る
。

(a
)請
負
工
事
に
よ
り
発
生
す
る
未
成
工
事
原
価
「
工

事
契
約
」

IA
S1
1号
参
照
）

(b
)金
融
商
品

(I
A

S第
32
条
「
金
融
：
表
示
」
及
び

IF
R

S第
9号
「
金
融
商
品
」
参
照
）

(c
) 
生
物
資
産
及
び
収
穫
時
点
で
の
農
作
物
　

(I
A

S第
41
号
　「
農
業
」
参
照
）

31 27

近
似
点
：（

a)
, (

b)
と
も
に
除
外
さ
れ
て
い
る
。

未
成
工
事
支
出
金
等
、
注
文
生
産
や
請
負
作
業
に
つ

い
て
の
仕
掛
中
の
も
の
も
含
ま
れ
る
。
工
事
契
約
及

び
受
注
製
作
の
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
に
係
る
収
益
及
び
原

価
に
関
す
る
施
工
者
の
会
計
処
理
及
び
開
示
に
つ
い

て
は
、
企
業
会
計
基
準
第
15
号
「
工
事
契
約
に
関
す

る
会
計
基
準
」
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。

企
業
会
計
基
準
第
10
号
の
「
金
融
商
品
会
計
基
準
」

に
定
め
る
売
買
目
的
有
価
証
券
や
、「
研
究
開
発
等

に
係
る
会
計
基
準
」
に
定
め
る
市
場
販
売
目
的
の
ソ

フ
ト
ウ
エ
ア
は
、
企
業
会
計
基
準
9号
か
ら
除
外
さ

れ
て
い
る
。

（
c）
に
関
し
て
は
、
企
業
会
計
基
準
に
は
具
体
的
に

定
め
て
い
な
い
が
、
以
下
の
規
定
が
あ
る
。

連
続
意
見
書
第
四
第
一
・
二
・
3「
農
耕
産
品
等
の

特
殊
な
棚
卸
資
産
」
売
価
に
基
づ
く
取
得
原
価
は
、

売
価
か
ら
ア
フ
タ
ー
・
コ
ス
ト
及
び
正
常
利
益
を
差

し
引
い
た
価
額
と
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
。

2
近
似
点
：

消
費
型
生
物
資
産
に
つ
い
て
は
、「
企
業
会
計
準
則

第
５
号
ー
生
物
資
産
」
を
適
用
す
る
。

工
事
契
約
に
よ
り
集
計
さ
れ
る
棚
卸
資
産
の
取
得
原

価
に
つ
い
て
は
、「
企
業
会
計
準
則
第
15
号
ー
工
事

契
約
」
を
適
用
す
る
。

相
違
点
：

金
融
商
品
を
含
ま
な
い
と
の
記
載
が
な
い
。

鉱
物
及
び
鉱
物
製
品
の
生
産
者
に
つ
い
て
の
測
定
除

外
の
規
定
が
な
い
。
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3
次
の
者
に
よ
っ
て
保
有
さ
れ
る
棚
卸
資
産
の
測
定
に

適
用
し
な
い
。

(a
)農
業
製
品
、、
林
業
製
品
、
収
穫
後
の
農
作
物
、

鉱
物
及
び
鉱
物
製
品
の
生
産
者

(当
該
業
界
の
確
立
し

た
実
務
に
従
っ
て
正
味
実
現
可
能
価
額
で
測
定
さ
れ

て
い
る
範
囲
で
）。
当
該
棚
卸
資
産
が
正
味
実
現
可

能
価
額
で
測
定
さ
れ
る
場
合
、
正
味
実
現
可
能
価
額

の
変
動
は
当
該
変
動
が
発
生
し
た
期
の
損
益
と
し
て

認
識
す
る
。

(b
)販
売
費
用
控
除
後
の
公
正
価
値
で
棚
卸
資
産
を
測

定
す
る
コ
モ
デ
ィ
テ
ィ
・
ブ
ロ
ー
カ
ー

/ト
レ
ー
ダ
ー
。

当
該
棚
卸
資
産
が
販
売
費
用
控
除
後
の
公
正
価
値
に

よ
り
測
定
さ
れ
る
場
合
、
販
売
費
用
控
除
後
公
正
価

値
の
変
動
は
当
該
変
動
が
発
生
し
た
期
の
損
益
と
し

て
認
識
す
る
。

連 続 意 見 書 第 四 第 一 ・ 二 ＆ 58

近
似
点

 (I
FR

S左
記
の

a)
：

農
業
製
品
、
林
業
製
品
、
収
穫
後
の
農
作
物
、
鉱
物

及
び
鉱
物
製
品
に
関
し
て
は
、
以
下
に
定
め
ら
れ
て

い
る
の
で
、
企
業
会
計
基
準
第
９
号
の
範
囲
と
考
え

ら
れ
る
が
、
実
務
的
に
は
、
正
味
実
現
可
能
価
額
で

の
測
定
は
困
難
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、

IF
R

Sと
同
様

に
適
用
除
外
と
な
る
公
算
が
大
で
あ
る
。

連
続
意
見
書
第
四
第
一
・
二
・
3「
農
耕
産
品
等
の

特
殊
な
棚
卸
資
産
」
売
価
に
基
づ
く
取
得
原
価
は
、

売
価
か
ら
ア
フ
タ
ー
・
コ
ス
ト
及
び
正
常
利
益
を
差

し
引
い
た
価
額
と
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
。

近
似
点
：

(I
FR

S左
記
の

b)
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
目
的
で
保
有
す
る
棚
卸
資
産
に
つ

て
は
、
市
場
価
格
に
基
づ
く
価
額
を
も
っ
て
貸
借
対

照
表
価
額
と
し
、
帳
簿
価
額
と
の
差
額
は
、
当
期
の

損
益
と
し
て
処
理
す
る
。

2
近
似
点

(a
)：

以
下
の
項
目
に
つ
い
て
は
、
他
の
関
連
す
る
会
計
準

則
を
適
用
す
る
。

（
一
）
消
費
型
生
物
資
産
に
つ
い
て
は
、
第
５
号
ー

生
物
資
産
を
適
用
す
る
。

相
違
点

(a
)：

鉱
物
及
び
鉱
物
製
品
の
生
産
者
に
つ
い
て
の
測
定
除

外
の
規
定
が
な
い
。

相
違
点

(b
)：

販
売
費
用
控
除
後
の
公
正
価
値
で
棚
卸
資
産
を
測
定

す
る
コ
モ
デ
ィ
テ
ィ
・
ブ
ロ
ー
カ
ー

/ト
レ
ー
ダ
ー

に
つ
い
て
、
定
め
て
い
な
い
。

4
(a

)農
業
製
品
、、
林
業
製
品
、
収
穫
後
の
農
作
物
、

鉱
物
及
び
鉱
物
製
品
の
生
産
者
は

,生
産
過
程
の
特
定

の
段
階
に
お
い
て
正
味
実
現
可
能
価
額
に
よ
り
測
定

さ
れ
る
。

連 続 意 見 書 第 四 第 一 ・ 二

近
似
点
：

1.
 農
業
製
品
、
林
業
製
品
、
収
穫
後
の
農
作
物
、
鉱

物
及
び
鉱
物
製
品
に
関
し
て
は
、
以
下
に
定
め
ら
れ

て
い
る
の
で
、
企
業
会
計
基
準
第
９
号
の
範
囲
と
考

え
ら
れ
る
が
、
実
務
的
に
は
、
正
味
実
現
可
能
価
額

で
の
測
定
は
困
難
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、

IF
R

Sと
同

様
に
適
用
除
外
と
な
る
公
算
が
大
で
あ
る
。

連
続
意
見
書
第
四
第
一
・
二
・
3「
農
耕
産
品
等
の

特
殊
な
棚
卸
資
産
」
売
価
に
基
づ
く
取
得
原
価
は
、

売
価
か
ら
ア
フ
タ
ー
・
コ
ス
ト
及
び
正
常
利
益
を
差

し
引
い
た
価
額
と
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
。

2
近
似
点

(a
)：

以
下
の
項
目
に
つ
い
て
は
、
他
の
関
連
す
る
会
計
準

則
を
適
用
す
る
。

（
一
）
消
費
型
生
物
資
産
に
つ
い
て
は
、
第
５
号
ー

生
物
資
産
を
適
用
す
る
。

相
違
点

(a
)：

鉱
物
及
び
鉱
物
製
品
の
生
産
者
に
つ
い
て
の
測
定
除

外
の
規
定
が
な
い
。

5
ブ
ロ
ー
カ
ー

/ト
レ
ー
ダ
ー
と
は
、顧
客
の
勘
定
又
は
、

自
己
の
勘
定
で
コ
モ
デ
ィ
テ
ィ
を
売
買
す
る
も
の
を

い
い
、
棚
卸
資
産
が
販
売
費
用
控
除
後
の
公
正
価
値

に
よ
り
測
定
さ
れ
る
場
合
は
、
測
定
に
関
す
る
要
求

事
項
の
み
が
除
外
さ
れ
る
。

15
近
似
点
：

ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
目
的
で
保
有
す
る
棚
卸
資
産
に
つ

て
は
、
市
場
価
格
に
基
づ
く
価
額
を
も
っ
て
貸
借
対

照
表
価
額
と
し
、
帳
簿
価
額
と
の
差
額
は
、
当
期
の

損
益
と
し
て
処
理
す
る
。

-
相
違
点
：

コ
モ
デ
テ
ィ
が
棚
卸
資
産
販
売
費
用
控
除
後
の
公
正

価
値
に
よ
り
測
定
さ
れ
る
場
合
は
、
測
定
に
関
す
る

要
求
事
項
の
み
が
除
外
さ
れ
る
と
の
定
め
が
な
い
。
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6
棚
卸
資
産
と
は
：

(a
)販
売
を
目
的
と
し
て
保
有
さ
れ
る
。

(b
)販
売
を
目
的
と
す
る
生
産
の
過
程
に
あ
る
も
の

(c
)生
産
過
程
又
は
役
務
の
提
供
に
あ
た
っ
て
消
費
さ

れ
る
原
材
料
又
は
、
貯
蔵
品

3 ， 28

相
違
点
：

1.
 棚
卸
資
産
の
範
囲

(a
),(

b)
,(c

)に
加
え
て
、
事
務
用

消
耗
品
も
含
ま
れ
る
。

2.
 棚
卸
資
産
の
範
囲
に
サ
ー
ビ
ス
業
の
棚
卸
資
産
は

定
め
ら
れ
て
い
な
い
。

3 ＆ 4

同
一
点
：

第
3条
　
販
売
目
的
の
製
品
ま
た
は
商
品
、
生
産
過

程
に
あ
る
仕
掛
品
、
生
産
過
程
ま
た
は
ま
た
は
役
務

提
供
過
程
に
お
い
て
消
費
さ
れ
る
原
材
料
及
び
物
品

を
指
す
。

第
4条
　
以
下
の
条
件
を
満
た
す
場
合
、
棚
卸
資
産

と
し
て
認
識
す
る
。

・
当
該
棚
卸
資
産
に
関
連
す
る
経
済
的
便
益
が
企
業

に
流
入
す
る

・
当
該
棚
卸
資
産
の
取
得
価
額
を
信
頼
性
を
も
っ
て

測
定
で
き
る
こ
と
。

正
味
実
現
可
能
価
額
と
は
、
通
常
の
事
業
の
過
程
に

お
け
る
見
積
売
価
か
ら
、
完
成
ま
で
に
要
す
る
見
積

原
価
及
び
販
売
に
要
す
る
見
積
費
用
を
控
除
し
た
額

で
あ
る
。

5
・
正
味
売
却
価
額
：
売
価
（
購
買
市
場
と
売
却
市
場

と
が
区
別
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
売
却
市
場
の
時

価
）
か
ら
見
積
追
加
製
造
原
価
及
び
見
積
販
売
直
接

経
費
を
控
除
し
た
も
の
を
い
う
。
な
お
、「
購
買
市
場
」

と
は
当
該
資
産
を
購
入
す
る
場
合
に
企
業
が
参
加
す

る
市
場
を
い
い
、「
売
却
市
場
」
と
は
当
該
資
産
を

売
却
す
る
場
合
に
企
業
が
参
加
す
る
市
場
を
い
う
。

近
似
点
：

正
味
売
却
価
額
の
計
算
式
が
同
じ
で
あ
る
。

相
違
点
：

購
買
市
場
と
売
却
市
場
の
取
り
扱
い
に
言
及
し
て
い

る
。

42 (3
)
近
似
点
：

外
部
へ
の
販
売
に
よ
り
受
領
す
る
こ
と
の
で
き
る
現

金
又
は
現
金
同
等
物
の
金
額
か
ら
、
当
該
資
産
の
完

成
時
ま
で
に
発
生
が
見
込
ま
れ
る
原
価
、
見
積
販
売

費
用
及
び
関
連
税
金
費
用
を
控
除
し
た
後
の
金
額
に

よ
り
測
定
す
る
。

相
違
点
：

外
部
へ
の
販
売
に
よ
り
受
領
す
る
こ
と
の
で
き
る
対

象
を
現
金
又
は
現
金
同
等
物
の
金
額
と
特
定
し
て
い

る
。

公
正
価
値
と
は
、
独
立
第
三
者
取
引
に
お
い
て
、
取

引
の
知
識
の
あ
る
自
発
的
な
当
事
者
の
間
で
、
資
産

が
交
換
さ
れ
う
る
価
額
を
い
う
。

4
近
似
点
：

時
価
：
公
正
な
評
価
額
を
い
い
、
市
場
価
格
に
基
づ

く
価
額
を
い
う
。
市
場
価
格
が
観
察
で
き
な
い
場
合

に
は
合
理
的
に
算
定
さ
れ
た
価
額
を
公
正
な
評
価
額

と
す
る
。

相
違
点
：

公
正
価
値
の
測
定
方
法
の
例
外
方
法
に
つ
い
て
も
定

め
て
い
る
。

42 (5
)
同
一
点
：

公
正
価
値
に
よ
る
測
定
に
お
い
て
は
、
資
産
及
び
負

債
は
、
公
正
な
取
引
に
お
い
て
、
状
況
を
熟
知
し
て

い
る
取
引
の
当
事
者
双
方
が
自
主
的
に
資
産
の
交

換
又
は
負
債
の
弁
済
を
行
う
金
額
に
よ
り
測
定
さ
れ

る
。

相
違
点
：

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
で
は
、
交
換
の
み
が
規
程
さ
れ
て
い
る
が
、

負
債
の
弁
済
ま
で
言
及
し
て
い
る
。
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7
正
味
実
現
可
能
価
額
と
は
、
通
常
の
事
業
の
過
程
に

お
け
る
棚
卸
資
産
の
売
却
に
よ
り
実
現
さ
れ
る
こ
と

が
予
想
さ
れ
る
正
味
の
金
額
を
い
う
。

公
正
価
値
は
、
同
じ
棚
卸
資
産
が
市
場
で
取
引
の
知

識
の
あ
る
自
発
的
な
買
い
手
と
売
り
手
の
間
で
交
換

さ
れ
る
金
額
を
表
す
。

41
近
似
点
：

将
来
販
売
時
の
売
価
を
想
定
し
て
行
わ
れ
、
そ
の
期

待
が
事
実
と
な
り
、
成
果
と
し
て
確
定
し
た
段
階
に

お
い
て
、
投
資
額
は
売
上
原
価
に
配
分
さ
れ
る
。
こ

の
よ
う
に
最
終
的
な
投
資
の
成
果
の
確
定
は
将
来
の

販
売
時
点
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
収
益
性
の
低
下
に
基

づ
く
簿
価
切
り
下
げ
の
判
断
に
際
し
て
も
、
期
末
に

お
い
て
見
込
ま
れ
る
将
来
販
売
時
点
の
売
価
に
基
づ

く
正
味
売
却
価
格
に
よ
る
。

15
近
似
点
：

正
味
実
現
可
能
価
額
と
は
、
通
常
の
活
動
に
お
い
て
、

棚
卸
資
産
の
見
積
販
売
原
価
か
ら
完
成
時
ま
で
に
発

生
が
見
込
ま
れ
る
原
価
、
見
積
費
用
及
び
関
連
税
金

費
用
を
差
し
引
い
た
後
の
金
額
を
指
す
。

8
棚
卸
資
産
に
は
、
再
販
売
用
に
保
有
さ
れ
る
商
品
、

土
地
、
そ
の
他
の
固
定
資
産
の
財
貨
が
含
ま
れ
る
。

ま
た
、
生
産
過
程
で
使
用
す
る
た
め
に
保
有
さ
れ
て

い
る
原
材
料
、
貯
蔵
品
も
含
ま
れ
る
。

28
近
似
点
：

連
続
意
見
書
第
四
に
定
め
る
次
の
４
項
目
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
財
貨
又
は
用
役
で
あ
る
。

（
1）
通
常
の
営
業
過
程
に
お
い
て
販
売
す
る
た
め
に

保
有
す
る
財
貨
又
は
用
役

（
3）
販
売
目
的
の
財
貨
又
は
、
用
役
を
生
産
す
る
た

め
に
短
期
間
に
消
費
さ
れ
る
べ
き
財
貨

（
2）
、（
4）
は
該
当
せ
ず
。

3
同
一
点
：

販
売
を
目
的
と
し
て
、
役
務
提
供
過
程
に
お
い
て
費

消
さ
れ
る
原
材
料
及
び
物
品
を
指
す
。

相
違
点
：

“
棚
卸
資
産
に
は
、
企
業
が
未
だ
認
識
し
て
い
な
い

役
務
提
供
の
原
価
が
含
ま
れ
る
”
に
対
応
し
た
条
項

が
な
い
。

サ
ー
ビ
ス
事
業
の
場
合
に
は
、
関
連
す
る
収
益
を
企

業
が
い
ま
だ
認
識
し
て
い
な
い
役
務
提
供
の
原
価
が

含
ま
れ
る
。

-
相
違
点
：

企
業
会
計
基
準
第
９
号
に
は
、
関
連
す
る
収
益
を
企

業
が
い
ま
だ
認
識
し
て
い
な
い
役
務
提
供
の
原
価
が

含
ま
れ
る
と
の
記
載
が
み
ら
れ
な
い
。

13
近
似
点
：

企
業
が
役
務
を
提
供
す
る
場
合
、
発
生
し
た
役
務
提

供
に
従
事
す
る
人
員
の
直
接
人
件
費
及
び
そ
の
他
の

直
接
費
用
、
並
び
に
こ
れ
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
の
で

き
る
間
接
費
用
は
、
棚
卸
資
産
の
取
得
原
価
に
参
入

す
る
。

9
棚
卸
資
産
は
、
原
価
と
正
味
実
現
可
能
価
額
と
の
い

ず
れ
か
低
い
額
に
よ
り
測
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

7
同
一
点
：

通
常
の
販
売
目
的
で
保
有
す
る
棚
卸
資
産
は
、
取
得

原
価
を
も
っ
て
貸
借
対
照
表
価
格
と
し
、
期
末
に
お

け
る
正
味
売
却
価
格
が
取
得
原
価
よ
り
も
下
落
し
て

い
る
合
に
は
、
当
該
正
味
売
却
価
額
を
も
っ
て
貸
借

対
照
価
額
と
す
る
。

15
同
一
点
：

貸
借
対
照
日
に
お
い
て
、
棚
卸
資
産
は
取
得
原
価
と

正
味
実
現
可
能
価
額
の
い
ず
れ
か
低
い
方
に
よ
り
測

定
さ
れ
な
け
ら
ば
な
ら
な
い
。
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10
棚
卸
資
産
の
原
価
に
は
、
購
入
価
格
、
加
工
費
、
及

び
棚
卸
資
産
が
現
在
の
場
所
及
び
状
態
に
至
る
ま
で

に
発
生
し
た
そ
の
他
の
原
価
の
す
べ
て
を
含
ま
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

連 続 意 見 書 第 四

五
、
１
．
購
入
品
の
取
得
原
価

購
入
棚
卸
品
の
取
得
原
価
は
、
購
入
代
価
に
副
費

(付
随
費
用

)の
一
部
ま
た
は
全
部
を
加
算
す
る
こ
と
に
よ

り
算
定
さ
れ
る
。

相
違
点
：

副
費
の
全
て
が
含
ま
れ
な
い
点
が

IF
R

Sと
異
な
る
。

（
詳
細
は
15
参
照
）

5 8

同
一
点
：

棚
卸
資
産
は
、
取
得
原
価
に
よ
り
認
識
時
の
測
定
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
棚
卸
資
産
の
取
得
原
価
に

は
、
購
入
原
価
、
加
工
原
価
及
び
そ
の
他
の
原
価
が

含
ま
れ
る
。

同
一
点
：

棚
卸
資
産
の
そ
の
他
原
価
と
は
、
購
入
原
価
、
加
工

原
価
以
外
の
、
棚
卸
資
産
が
現
在
の
場
所
及
び
状
況

に
至
る
ま
で
に
発
生
し
た
そ
の
他
の
支
出
を
指
す
。

11
購
入
原
価

棚
卸
資
産
の
購
入
原
価
は
、
製
品
、
原
材
料
、
及
び

役
務
の
提
供
に
直
接
起
因
す
る
、
購
入
代
価
、
輸
入

関
税
及
び
そ
の
他
の
税
金
（
税
務
当
局
か
ら
企
業

が
そ
の
後
に
回
収
可
能
な
も
の
を
除
く
）、
運
送
費
、

荷
役
費
並
び
に
そ
の
他
の
費
用
か
ら
な
る
。
値
引
き
、

割
戻
し
及
び
そ
の
他
の
類
似
の
も
の
は
、
購
入
原
価

の
算
定
上
控
除
さ
れ
る
。

連 続 意 見 書 第 四

五
、
１
．
購
入
品
の
取
得
原
価

購
入
代
価
は
、
送
り
状
価
格
か
ら
値
引
額
、
割
戻
額

等
を
控
除
し
た
金
額
と
す
る
。

相
違
点
：

1.
 割
戻
額
が
確
実
に
予
定
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
こ

れ
を
控
除
し
な
い
送
状
価
額
を
購
入
代
価
と
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

2.
 現
金
割
引
額
は
、
理
論
的
に
は
こ
れ
を
送
状
価
格

か
ら
控
除
す
べ
き
で
あ
る
が
、
わ
が
国
で
は
現
金
割

引
き
制
度
が
広
く
行
わ
れ
て
い
な
い
関
係
も
あ
り
、

現
金
割
引
額
は
控
除
し
な
い
で
さ
し
つ
か
え
な
い
も

の
と
す
る
。

3.
 加
算
す
る
副
費
の
範
囲
を
一
律
に
定
め
る
こ
と
が

困
難
で
あ
り
、
各
企
業
の
実
情
に
応
じ
、
収
益
費
用

対
応
の
原
則
、
重
要
性
の
原
則
、
継
続
性
の
原
則
等

を
考
慮
し
て
、
こ
れ
を
適
正
に
決
定
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。

6
棚
卸
資
産
の
購
入
原
価
に
は
、
購
入
代
価
、
関
連
税

金
費
用
、
運
賃
、
荷
役
費
、
保
険
料
及
び
棚
卸
資
産

の
購
入
原
価
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
そ
の
他

の
費
用
が
含
ま
れ
る
。

相
違
点
：

“
値
引
き
、
割
戻
し
及
び
そ
の
他
の
類
似
の
も
の
は
、

購
入
原
価
の
算
定
上
控
除
さ
れ
る
”
と
の
定
め
が
な

い
。

12
 棚
卸
資
産
の
加
工
費
に
は
、
直
接
労
務
費
の
よ
う
な
、

生
産
単
位
に
直
接
関
係
す
る
費
用
が
含
ま
れ
る
。
加

工
費
に
は
ま
た
、
原
材
料
を
完
成
品
に
加
工
す
る
際

に
生
じ
る
固
定
及
び
変
動
の
製
造
間
接
費
の
規
則
的

な
配
布
額
も
含
ま
れ
る
。

連 続 意 見 書 第 四

近
似
点
：

棚
卸
資
産
の
加
工
費
と
し
て
特
定
し
た
規
定
は
な

い
。
連
続
意
見
書
第
四
2　
（
１
）
の
「
完
成
品
の
取

得
原
価
」”
生
産
品
に
つ
い
て
は
適
正
な
原
価
計
算

の
手
続
き
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
正
常
実
際
製
造
原
価

を
も
っ
て
取
得
原
価
と
す
る
”
と
あ
り
、（
３
）
仕

掛
品
の
取
得
原
価
も
算
定
方
法
を
述
べ
て
い
る
。

7
近
似
点
：

棚
卸
資
産
の
加
工
原
価
に
は
、
直
接
人
件
費
及
び
一

定
の
方
法
に
よ
り
配
布
さ
れ
た
製
造
費
用
が
含
ま
れ

る
。
製
造
費
用
と
は
、
企
業
の
製
品
の
生
産
及
び
役

務
の
提
供
の
た
め
に
発
生
す
る
各
種
間
接
費
用
を
指

す
。
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13
固
定
製
造
間
接
費
の
加
工
費
へ
の
配
賦
は
、
生
産
設

備
の
正
常
生
産
能
力
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
。

連 続 意 見 書 第 四

同
一
点
：

棚
卸
資
産
の
加
工
費
と
し
て
特
定
し
た
規
定
は
な

い
。
連
続
意
見
書
第
四
2（
1）
の
「
完
成
品
の
取
得

原
価
」”
生
産
品
に
つ
い
て
は
適
正
な
原
価
計
算
の

手
続
き
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
正
常
実
際
製
造
原
価
を

も
っ
て
取
得
原
価
と
す
る
”。

7
近
似
点
：

棚
卸
資
産
の
加
工
原
価
に
は
、
直
接
人
件
費
及
び
一

定
の
方
法
に
よ
り
配
布
さ
れ
た
製
造
費
用
が
含
ま
れ

る
。
製
造
費
用
と
は
、
企
業
の
製
品
の
生
産
及
び
役

務
の
提
供
の
た
め
に
発
生
す
る
各
種
間
接
費
用
を
指

す
。

相
違
点
：

「
固
定
製
造
間
接
費
の
加
工
費
へ
の
配
賦
は
、
生
産

設
備
の
正
常
生
産
能
力
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
」
に

該
当
す
る
規
定
は
な
い
。

14
１
つ
の
生
産
過
程
で
複
数
の
製
品
が
同
時
に
生
産
さ

れ
る
場
合
が
あ
る
。
連
産
品
を
生
産
す
る
場
合
や
、

主
製
品
と
副
製
品
が
存
在
す
る
場
合
で
あ
る
。
製
品

ご
と
の
加
工
費
を
個
別
に
認
識
で
き
な
い
場
合
に

は
、
合
理
的
で
一
貫
し
た
方
法
で
、
加
工
費
を
製
品

に
配
賦
す
る
。

連 続 意 見 書 第 四

近
似
点
：

2（
1）
完
成
品
の
取
得
原
価

連
産
品
に
つ
い
て
は
、
等
価
係
数
に
よ
っ
て
ジ
ョ
イ

ン
ト
・
コ
ス
ト
を
各
製
品
に
分
割
し
、
当
該
原
価
額

を
も
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
取
得
原
価
と
す
る
。

2（
2）
副
産
物
等
の
取
得
原
価

副
産
物
に
つ
て
は
、
適
正
な
評
価
額
を
も
っ
て
取
得

原
価
と
す
る
。

-
相
違
点
：

相
当
す
る
記
載
が
な
い
。

15
そ
の
他
の
原
価
は
、
棚
卸
資
産
が
現
在
の
場
所
及
び

状
態
に
至
る
ま
で
に
発
生
し
た
も
の
に
限
り
、
棚
卸

資
産
の
原
価
に
含
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
特
定
の
顧

客
の
た
め
に
発
生
す
る
非
製
造
間
接
費
又
は
製
品
設

計
費
用
を
棚
卸
資
産
の
原
価
に
含
む
こ
と
が
適
切
な

場
合
が
あ
る
。

連 続 意 見 書 第 四

近
似
点
：

五
、
１
．
購
入
品
の
取
得
原
価

3.
 加
算
す
る
副
費
の
範
囲
を
一
律
に
定
め
る
こ
と
が

困
難
で
あ
り
、
各
企
業
の
実
情
に
応
じ
、
収
益
費
用

対
応
の
原
則
、
重
要
性
の
原
則
、
継
続
性
の
原
則
等

を
考
慮
し
て
、
こ
れ
を
適
正
に
決
定
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。

相
違
点
：
例
外
を
認
め
て
い
る
。

8
同
一
点
：

棚
卸
資
産
の
そ
の
他
原
価
と
は
、
購
入
原
価
、
加
工

原
価
以
外
の
、
棚
卸
資
産
が
現
在
の
場
所
及
び
状
況

に
至
る
ま
で
に
発
生
し
た
そ
の
他
の
支
出
を
指
す
。
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16
棚
卸
資
産
の
原
価
か
ら
除
外
さ
れ
、
発
生
し
た
期
間

に
費
用
と
し
て
認
識
さ
れ
る
も
の
の
例
は
、

(a
)仕
損
に
係
わ
る
材
料
費
、
労
務
費
又
は
そ
の
他
の

製
造
費
用
の
う
ち
異
常
な
金
額

(b
)保
管
費
用
、
た
だ
し
そ
の
後
の
製
造
工
程
に
移
る

前
に
必
要
な
費
用
は
除
く

（
c）
棚
卸
資
産
が
現
在
の
状
況
に
至
る
こ
と
に
寄
与

し
な
い
管
理
部
門
の
間
接
費

(d
)販
売
費
用

連 続 意 見 書 第 四

五
、
2．

(1
)完
成
品
の
取
得
原
価

販
売
費
お
よ
び
一
般
管
理
費
は
、
取
得
原
価
に
含
め

な
い
の
が
通
例
で
あ
る
が
、
一
部
の
販
売
直
接
費
は

こ
れ
を
取
得
原
価
に
含
め
る
。

製
品
の
完
成
後
か
ら
販
売
ま
で
の
間
に
多
額
の
移
管

費
を
要
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
取
得
原
価
に
含
め

る
こ
と
も
差
し
支
え
な
い
。

相
違
点
：

販
売
費
用
と
保
管
費
用
（
移
管
費
用
）
を
期
間
費
用

と
し
な
い
例
外
を
認
め
て
い
る
。

9
棚
卸
資
産
の
原
価
か
ら
除
外
さ
れ
、
発
生
し
た
期
間

に
費
用
と
し
て
認
識
さ
れ
る
も
の
の
例
は
、

(一
）
非
正
常
的
に
費
消
さ
れ
た
直
接
材
料
費
、
直
接

労
務
費
及
び
製
造
費
用

(二
）
保
管
費
用

（
三
）
棚
卸
資
産
が
現
在
の
場
所
及
び
状
態
に
至
る

ま
で
の
過
程
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
そ
の

他
の
支
出

相
違
点
：

棚
卸
資
産
の
原
価
か
ら
除
外
さ
れ
、
発
生
し
た
期
間

に
費
用
と
し
て
認
識
さ
れ
る
も
の
の
例
に
、
販
売
費

用
を
除
外
す
る
と
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。

17
IA

S第
23
号
「
借
入
費
用
は
、
借
入
費
用
が
棚
卸
資

産
の
原
価
に
含
ま
れ
る
限
定
的
な
状
況
を
特
定
し
て

い
る
。

連 続 意 見 書 第 四

近
似
点
：

五
、
2．

(1
)完
成
品
の
取
得
原
価

購
入
に
要
し
た
負
債
利
子
あ
る
い
は
棚
卸
資
産
を
取

得
し
て
か
ら
処
分
す
る
ま
で
の
間
に
生
ず
る
資
金
利

子
を
取
得
原
価
に
含
め
る
か
ど
う
か
は
問
題
で
あ
る

が
、
利
子
は
期
間
費
用
と
す
る
こ
と
が
一
般
の
慣
行

で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
含
め
な
い
こ
と
を
建
前
と
す

べ
き
で
あ
る
。

10
「
企
業
会
計
順
則
第
17
条
ー
借
入
費
用
」
に
基
づ
き

処
理
す
る
と
あ
る
。

17
条
の
内
容
と
の
比
較
は
対
象
外
と
す
る
。

18
契
約
の
中
に
事
実
上
、
資
金
調
達
の
要
素
が
含
ま
れ

て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
要
素
は
、
資
金
調
達
に
係

わ
る
利
子
費
用
と
し
て
認
識
す
る
。

連 続 意 見 書 第 四

近
似
点
：

五
、
2．

(1
)完
成
品
の
取
得
原
価

購
入
に
要
し
た
負
債
利
子
あ
る
い
は
棚
卸
資
産
を
取

得
し
て
か
ら
処
分
す
る
ま
で
の
間
に
生
ず
る
資
金
利

子
を
取
得
原
価
に
含
め
る
か
ど
う
か
は
問
題
で
あ
る

が
、
利
子
は
期
間
費
用
と
す
る
こ
と
が
一
般
の
慣
行

で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
含
め
な
い
こ
と
を
建
前
と
す

べ
き
で
あ
る
。

10
「
企
業
会
計
順
則
第
17
条
ー
借
入
費
用
」
に
基
づ
き

処
理
す
る
と
あ
る
。

17
条
の
内
容
と
の
比
較
は
対
象
外
と
す
る
。
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19
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
棚
卸
資
産
に
つ
い
て
は
、
そ
の

生
産
の
原
価
を
も
っ
て
測
定
す
る
。
当
該
原
価
は
、

主
と
し
て
、
役
務
の
提
供
に
直
接
関
連
し
て
い
る
人

員
の
労
務
費
及
び
そ
の
他
の
費
用
か
ら
構
成
さ
れ
、

当
該
業
務
の
管
理
職
の
人
件
費
及
び
役
務
に
帰
属
す

る
間
接
費
も
含
ま
れ
る
。
販
売
及
び
一
般
管
理
部
門

の
人
員
に
関
連
す
る
労
務
費
並
び
に
そ
の
他
の
費
用

は
含
ま
れ
ず
、
発
生
し
た
期
間
に
費
用
と
し
て
認
識

さ
れ
る
。

棚
卸
資
産
の
原
価
に
は
、
マ
ー
ジ
ン
や
直
接
に
帰
属

し
な
い
管
理
費
は
含
ま
れ
な
い
。

相
違
点
：

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
棚
卸
資
産
に
つ
い
て
の
記
載
が

な
い
。

13
近
似
点
：

企
業
が
役
務
を
提
供
す
る
場
合
、
発
生
し
た
役
務
提

供
に
従
事
す
る
人
員
の
直
接
人
件
費
及
び
そ
の
他
の

直
接
費
用
、
並
び
に
こ
れ
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
の
で

き
る
間
接
費
用
は
、
棚
卸
資
産
の
取
得
原
価
に
参
入

す
る
。

20
IA

S第
41
号
「
農
業
」
に
従
っ
て
、
企
業
が
生
物
資

産
か
ら
収
穫
し
た
農
産
物
に
つ
い
て
は
、
当
初
認
識

時
に
収
穫
時
点
に
お
け
る
売
却
費
用
控
除
後
の
公
正

価
値
に
よ
り
測
定
さ
れ
る
。
こ
の
価
格
が
本
基
準
適

用
に
当
た
っ
て
の
棚
卸
資
産
の
原
価
と
さ
れ
る
。

-
相
違
点
：

収
穫
後
の
農
作
物
に
つ
い
て
の
特
定
の
段
階
に
お
い

て
と
例
外
的
な
、
正
味
実
現
可
能
価
額
に
よ
る
測
定

時
点
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
。

(4
と
重
複
）

12
近
似
点
：

収
穫
時
の
農
産
物
の
取
得
原
価
は
、「
企
業
会
計
準

則
第
５
号
ー
生
物
資
産
」
に
基
づ
き
確
定
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

相
違
点
：

参
照
の
み
で
、
具
体
的
な
記
載
が
一
切
な
い
。

21
IF

R
Sで
は
、
標
準
原
価
法
及
び
売
価
還
元
法
は
、
測

定
技
法
の
簡
便
法
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

連 続 意 見 書 第 四 6- 2  (4)

近
似
点
：

連
続
意
見
書
第
四
、
予
定
原
価
（
標
準
原
価
）
の
適

用
と
注
１
に
よ
り
、
原
価
差
額
発
生
額
が
合
理
的
に

僅
小
で
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
貸
借
対
照
価
額
と

す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

相
違
点
：

売
価
還
元
法
は
、
通
常
の
棚
卸
資
産
の
評
価
方
法
と

し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。

-
相
違
点
：

標
準
原
価
法
及
び
売
価
還
元
法
の
適
用
に
関
す
る
記

載
が
な
い
。

22
売
価
還
元
法
の
適
用
対
象
は
、
小
売
業
で
、
利
益
率

が
近
似
し
た
回
転
の
早
い
大
量
の
棚
卸
資
産
で

,他
の

原
価
算
定
方
法
の
使
用
が
事
実
上
不
可
能
な
も
の
を

測
定
す
る
た
め
に
使
用
す
る
こ
と
が
多
い
。

連 続 意 見 書 第 四

近
似
点
：

値
入
率
、
回
転
率
が
類
似
し
て
い
る
も
の
を
対
象
と

す
る
。

相
違
点
：

適
用
対
象
が
、

IF
R

Sよ
り
も
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
。

卸
売
業
、
品
目
数
が
膨
大
な
製
造
業
も
認
め
て
い
る
。

-
相
違
点
：

売
価
還
元
法
の
適
用
に
関
す
る
記
載
が
な
い
。
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23
代
替
性
の
な
い
棚
卸
資
産
の
原
価
及
び
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
の
た
め
に
製
造
さ
れ
か
つ
他
の
棚
卸
資
産
か
ら
は

区
分
さ
れ
て
い
る
財
貨
又
は
役
務
の
原
価
は
、
個
別

法
に
よ
り
配
分
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

6- 2  (1)

同
一
点
：

個
別
法
が
棚
卸
資
産
の
評
価
方
法
と
し
て
、
認
め
て

い
る
。

相
違
点
：

企
業
会
計
基
準
９
号
で
は
、
購
入
代
価
と
製
造
原
価

が
対
象
で
、
役
務
の
原
価
に
つ
て
は
、
定
め
て
い
な

い
。

14
近
似
点
：

ほ
ぼ

IF
R

Sと
同
じ
表
現
で
あ
る
。

24
個
別
法
の
適
用
の
限
界
。
代
替
性
の
あ
る
棚
卸
資
産

が
数
多
く
あ
る
場
合
は
、
個
別
法
の
適
用
は
、
適
当

で
な
い
。

6- 2  (1)

近
似
点
：

「
取
得
原
価
の
異
な
る
棚
卸
資
産
」
と
の
表
現
で
、

IF
R

Sと
類
似
の
適
用
限
界
を
示
し
て
い
る
。

14
同
一
点
：

「
代
替
的
使
用
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
棚
卸
資
産
」

と
の
表
現
に
よ
り
、
類
似
の
規
定
と
な
っ
て
い
る
。

25
23
項
の
場
合
を
除
き
、
先
入
先
出
法
、
加
重
平
均
法

に
よ
っ
て
配
分
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
性
質
、
使

用
方
法
が
類
似
す
る
棚
卸
資
産
に
つ
い
て
、
同
じ
原

価
算
定
方
式
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

6- 2

同
一
点
：

(2
)先
入
先
出
法
、

(3
)加
重
平
均
法
（
総
平
均
法
、
移

動
平
均
法
）
を
認
め
て
い
る
。

相
違
点
：

重
要
性
が
乏
し
い
場
合
に
最
終
取
得
原
価
法
を
認
め

て
い
る
。

14
同
一
点
：

先
入
先
出
法
、
加
重
平
均
法
を
認
め
て
い
る
。

26
棚
卸
資
産
の
地
理
的
な
場
所
が
異
な
る
と
い
う
だ
け

で
は
、
異
な
る
原
価
算
定
方
式
を
用
い
る
こ
と
は
で

き
な
い
。

-
相
違
点
：

該
当
規
定
な
し
。

-
相
違
点
：

該
当
規
定
な
し
。

27
先
入
先
出
法
の
定
義
。

加
重
平
均
法
の
定
義
。

6- 2
 

(2) (3
)

同
一
点
：

特
に
先
入
先
出
法
、
加
重
平
均
法
の
定
義
の
記
載
が

あ
る
。

-
同
一
点
：

特
に
先
入
先
出
法
、
加
重
平
均
法
の
定
義
の
記
載
は

当
該
基
準
に
は
な
い
。

28
棚
卸
資
産
を
原
価
か
ら
正
味
実
現
可
能
価
額
ま
で
評

価
減
す
る
実
務
は
、
資
産
は
そ
の
販
売
又
は
、
利
用

に
よ
っ
て
実
現
す
る
と
見
込
ま
れ
る
額
を
超
え
て
評

価
す
べ
き
で
な
い
。

7
同
一
点
：

期
末
に
お
け
る
正
味
売
却
価
額
が
取
得
価
格
よ
り
も

下
落
し
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
正
味
売
却
価
額
を

も
っ
て
貸
借
対
照
表
価
額
と
す
る
。

15
同
一
点
：

貸
借
対
照
日
に
お
い
て
、
棚
卸
資
産
は
、
取
得
原
価

と
正
味
実
現
可
能
価
額
の
い
ず
れ
か
低
い
方
に
よ
り

測
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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29
棚
卸
資
産
は
通
常
、
個
別
の
品
目
ご
と
に
正
味
実
現

可
能
価
額
ま
で
評
価
減
さ
れ
る
。
し
か
し
、
同
種
の

又
は
、
関
連
す
る
品
目
の
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
行
う
こ

と
が
適
切
な
状
況
も
あ
る
。

目
的
な
い
し
最
終
的
な
利
用
方
法
が
類
似
し
て
お

り
、
同
一
地
域
で
生
産
及
び
販
売
が
行
わ
れ
、
か
つ

そ
の
生
産
ラ
イ
ン
の
他
の
品
目
と
実
務
上
別
個
に
評

価
で
き
な
い
同
一
生
産
ラ
イ
ン
に
お
け
る
棚
卸
資
産

な
ど
が
こ
の
状
況
に
該
当
す
る
こ
と
が
あ
る
。

製
品
の
よ
う
な
棚
卸
資
産
の
分
類
ご
と
、
あ
る
い
は

個
々
の
事
業
セ
グ
メ
ン
ト
ご
と
の
全
て
の
棚
卸
資
産

と
い
っ
た
、
棚
卸
資
産
の
分
類
を
基
礎
と
し
て
評
価

減
を
行
う
こ
と
は
適
切
で
な
い
。

サ
ー
ビ
ス
事
業
に
お
い
て
は
、
一
般
に
別
個
の
販
売

価
格
が
付
さ
れ
た
役
務
ご
と
に
原
価
を
累
計
す
る
。

従
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
務
は
、
別
々
の
項
目
と
し

て
取
り
扱
わ
れ
る
。

12 53

近
似
点
：

収
益
性
の
低
下
の
有
無
に
関
わ
る
判
断
及
び
簿
価
の

切
り
下
げ
は
、原
則
と
し
て
、個
別
品
目
ご
と
に
行
う
。

相
違
点
：

複
数
の
棚
卸
資
産
を
一
括
り
と
し
た
単
位
で
行
う
こ

と
が
適
切
と
判
断
さ
れ
る
時
に
は
、
継
続
し
て
適

用
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
そ
の
方
法
に
よ
る
。

（
IF

R
S記
載
の
「
製
品
の
よ
う
な
棚
卸
資
産
の
分
類

ご
と
、
あ
る
い
は
個
々
の
事
業
セ
グ
メ
ン
ト
ご
と
の

事
業
セ
グ
メ
ン
ト
ご
と
の
全
て
の
棚
卸
資
産
と
い
っ

た
、
棚
卸
資
産
の
分
類
を
基
礎
と
し
て
評
価
減
を
行

う
こ
と
は
適
切
で
な
い
」
の
不
適
切
の
場
合
が
明
示

さ
れ
て
い
な
い
）

相
違
点
：

棚
卸
資
産
の
評
価
減
を
行
う
場
合
、
収
益
性
の
低
下

を
判
断
し
、
簿
価
切
り
下
げ
を
行
う
単
位
も
個
別
品

目
ご
と
が
原
則
で
あ
る
が
、
次
の
よ
う
な
場
合
に
は
、

複
数
の
品
目
を
一
括
り
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
が
適

当
で
あ
る
。

（
１
）
補
完
関
係
の
商
品

（
２
）
同
じ
製
品
に
使
わ
れ
る
材
料
、
仕
掛
品
を
１

グ
ル
ー
プ
と
す
る
。

18
近
似
点
：

企
業
は
通
常
、
棚
卸
資
産
の
個
別
の
品
目
ご
と
に
棚

卸
資
産
評
価
損
失
引
当
金
を
計
上
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

相
違
点
：

数
量
が
非
常
に
多
く
、
単
価
が
比
較
的
低
い
棚
卸
資

産
に
つ
い
て
は
、
棚
卸
資
産
の
種
類
別
に
棚
卸
資
産

評
価
損
失
引
当
金
を
計
上
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
IF

R
S記
載
の
「
製
品
の
よ
う
な
棚
卸
資
産
の
分
類

ご
と
、
あ
る
い
は
個
々
の
事
業
セ
グ
メ
ン
ト
ご
と
の

事
業
セ
グ
メ
ン
ト
ご
と
の
全
て
の
棚
卸
資
産
と
い
っ

た
、
棚
卸
資
産
の
分
類
を
基
礎
と
し
て
評
価
減
を
行

う
こ
と
は
適
切
で
な
い
」
の
不
適
切
の
場
合
が
明
示

さ
れ
て
い
な
い
）

30
正
味
実
現
可
能
価
格
の
見
積
も
り
は
、
棚
卸
資
産
に

よ
っ
て
実
現
す
る
と
見
込
ま
れ
る
金
額
に
つ
い
て
、

見
積
も
り
を
行
う
時
点
に
お
い
て
入
手
可
能
な
、
最

も
信
頼
し
う
る
証
拠
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
。
決
算

日
以
降
に
発
生
し
た
事
象
に
直
接
関
連
す
る
価
額
又

は
、
原
価
の
変
動
は
、
そ
の
よ
う
な
事
象
が
決
算
日

に
既
に
存
在
し
て
い
た
と
い
う
状
況
を
確
認
で
き
る

範
囲
で
、
正
味
実
現
可
能
価
格
の
見
積
に
あ
た
っ
て

考
慮
さ
れ
る
。

43 8 9

近
似
点
：

１
．
期
末
時
点
正
味
売
却
価
格
が
突
発
的
な
要
因
に

よ
り
、
異
常
な
水
準
と
な
っ
て
い
る
時
に
は
、
期
末

時
点
の
売
価
で
は
な
く
、
期
末
付
近
の
合
理
的
な
期

間
の
平
均
的
な
売
価
に
基
づ
く
正
味
売
却
価
格
に
よ

る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。

２
．
売
却
市
場
に
お
い
て
市
場
価
格
が
観
察
で
き
な

い
と
き
に
は
、
合
理
的
に
算
定
さ
れ
た
価
格
を
売
価

と
す
る
。

３
．
営
業
循
環
過
程
か
ら
は
ず
れ
た
滞
流
又
は
処
分

見
込
み
等
の
棚
卸
資
産
に
つ
い
て
、
合
理
的
に
算
定

さ
れ
た
価
格
に
よ
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
は
、
次

の
方
法
に
よ
り
処
理
す
る
。

（
1）
帳
簿
価
額
を
処
分
価
額
ま
で
切
り
下
げ
る
方
法
。

（
2）
一
定
の
回
転
期
間
を
超
え
る
場
合
、
規
則
的
に

帳
簿
価
額
を
切
り
下
げ
る
方
法
。

16
近
似
点
：

棚
卸
資
産
の
正
味
実
現
可
能
価
額
を
確
定
す
る
に
際

し
て
は
、
入
手
し
た
確
実
な
証
拠
を
基
礎
と
し
、
併

せ
て
そ
の
棚
卸
資
産
の
保
有
目
的
、
後
発
事
象
に
よ

る
影
響
等
の
要
素
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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31
正
味
実
現
可
能
価
額
の
見
積
に
あ
た
っ
て
は
、
当
該

棚
卸
資
産
の
保
有
目
的
も
ま
た
考
慮
さ
れ
る
。
例
え

ば
、
確
定
済
み
の
販
売
又
は
役
務
提
供
契
約
を
履
行

す
る
た
め
に
保
有
さ
れ
て
い
る
棚
卸
資
産
の
在
庫
量

の
正
味
実
現
可
能
価
額
は
、
そ
の
販
売
価
額
に
基
づ

い
て
算
定
さ
れ
る
。

保
有
在
庫
量
を
超
え
る
確
定
販
売
契
約
又
は
確
定
購

入
契
約
か
ら
、
引
当
金
が
発
生
す
る
こ
と
が
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
引
当
金
は
、

IA
S第
37
号
「
引
当
金
、

偶
発
債
務
及
び
偶
発
資
産
」
に
よ
り
処
理
さ
れ
る
。

42
近
似
点
：

期
末
の
正
味
売
却
価
額
と
い
う
場
合
で
も
、
一
般
的

に
、
販
売
ま
で
に
要
す
る
期
間
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

そ
れ
は
期
末
に
お
け
る
将
来
販
売
時
点
で
の
正
味
売

却
価
額
を
指
す
こ
と
も
多
い
。
例
と
し
て
、
契
約
に

よ
り
決
め
ら
れ
た
一
定
の
売
価
や
仕
掛
品
に
お
け
る

加
工
後
の
販
売
見
込
額
に
基
づ
く
正
味
売
却
価
額
な

ど
が
該
当
す
る
。

相
違
点
：

「
保
有
在
庫
量
を
超
え
る
確
定
販
売
契
約
又
は
確
定

購
入
契
約
か
ら
、
引
当
金
」
に
つ
い
て
の
記
載
は
な

い
。

17
近
似
点
：

販
売
又
は
役
務
提
供
契
約
を
履
行
す
る
た
め
に
保
有

さ
れ
て
い
る
棚
卸
資
産
の
在
庫
量
の
正
味
実
現
可
能

価
額
は
、
そ
の
契
約
価
額
に
基
づ
い
て
算
定
さ
れ
る
。

32
棚
卸
資
産
の
生
産
に
使
用
す
る
目
的
で
保
有
さ
れ
る

原
材
料
及
び
貯
蔵
品
は
、
そ
れ
が
組
み
込
ま
れ
る
製

品
が
原
価
以
上
の
金
額
で
販
売
さ
れ
る
と
見
込
ま
れ

る
場
合
に
は
、
原
価
よ
り
も
低
く
評
価
さ
れ
な
い
。

し
か
し
、
原
材
料
の
価
格
の
下
落
が
、
製
品
の
正
味

実
現
可
能
価
額
が
原
価
よ
り
も
低
く
な
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
と
き
に
は
、
そ
の
原
材
料
は
正
味
実
現
可

能
価
額
ま
で
評
価
減
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、

原
材
料
の
再
調
達
価
格
が
、
正
味
実
現
可
能
価
額
に

つ
い
て
最
良
の
入
手
可
能
な
測
定
値
で
あ
る
こ
と
も

あ
る
。

42 10

同
一
点
：

期
末
に
お
け
る
正
味
売
却
価
額
が
取
得
原
価
よ
り
も

下
落
し
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
正
味
売
却
価
額
を

も
っ
て
貸
借
対
照
価
額
と
す
る
も
の
と
し
た
。

製
造
業
に
お
け
る
原
材
料
の
よ
う
に
再
調
達
原
価
の

方
が
把
握
し
や
す
く
、
正
味
売
却
価
格
が
当
該
再
調

達
原
価
に
歩
調
を
合
わ
せ
て
動
く
と
想
定
さ
れ
る
場

合
に
は
、
継
続
し
て
適
用
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、

再
調
達
原
価
（
最
終
仕
入
原
価
を
含
む
）
に
よ
る
こ

と
が
で
き
る
。

16
同
一
点
：

生
産
の
為
に
保
有
す
る
原
材
料
等
は
、
そ
れ
を
使
用

し
生
産
し
た
製
品
の
製
品
の
正
味
実
現
可
能
価
額
が

取
得
原
価
よ
り
も
高
い
場
合
、
当
該
原
材
料
は
取
得

原
価
に
基
づ
き
測
定
し
な
け
ら
ば
な
ら
な
い
。
原
材

料
の
下
落
が
、
製
品
の
正
味
実
現
可
能
価
額
が
取
得

原
価
よ
り
も
低
く
な
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
場
合
、

当
該
原
材
料
は
正
味
実
現
可
能
価
額
に
基
づ
き
測
定

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

33
正
味
実
現
可
能
価
額
に
つ
い
て
は
、
新
た
な
評
価
が

次
期
以
降
毎
期
行
わ
れ
る
。
棚
卸
資
産
を
原
価
以
下

に
評
価
減
す
る
原
因
と
な
っ
た
従
前
の
状
況
が
も
は

や
存
在
し
な
い
場
合
、
又
は
、
経
済
的
状
況
の
変
化

に
よ
り
正
味
実
現
可
能
価
額
の
増
加
が
明
ら
か
で
あ

る
証
拠
が
あ
る
場
合
に
は
、
評
価
減
の
額
の
戻
入
れ

を
行
う
た
め
、
新
し
い
帳
簿
価
額
は
原
価
と
修
正
後

の
正
味
実
現
可
能
価
額
と
の
い
ず
れ
か
低
い
額
と
な

る
。

14
前
期
に
計
上
し
た
簿
価
切
り
下
額
の
戻
入
れ
に
関
し

て
は
、
当
期
に
戻
り
入
れ
を
行
う
方
法
（
洗
替
法
）

と
行
わ
な
い
方
法
（
切
離
法
）
の
い
ず
れ
か
の
方
法

を
棚
卸
資
産
の
方
法
ご
と
に
選
択
適
用
で
き
る
。
ま

た
、
売
価
の
下
落
要
因
を
区
分
把
握
で
き
る
場
合
に

は
、
物
理
的
劣
化
や
経
済
的
劣
化
、
若
し
く
は
市
場

の
需
給
変
化
の
要
因
ご
と
に
選
択
適
用
で
き
る
。
こ

の
場
合
、
い
っ
た
ん
採
用
し
た
方
法
は
、
原
則
と
し

て
、
継
続
し
て
適
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

相
違
点
：

IF
R

Sは
洗
替
法
の
み
で
あ
る
が
、
日
本
で
は
、
切
離

し
法
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

19
同
一
点
：

貸
借
対
照
日
に
お
い
て
、
企
業
は
棚
卸
資
産
の
正
味

実
現
可
能
価
額
を
確
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
過

去
に
棚
卸
資
産
の
評
価
減
を
も
た
ら
し
た
要
因
が
す

で
に
消
失
し
て
い
る
場
合
、
減
額
し
た
金
額
を
回
復

さ
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
す
で
に
計
上
し
て
い
る
棚
卸
資

産
評
価
評
価
損
失
引
当
金
の
範
囲
内
で
戻
し
入
れ
、

戻
入
金
額
を
当
期
の
損
益
に
計
上
し
な
け
ら
ば
な
ら

な
い
。
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34
正
味
実
現
可
能
価
額
へ
の
棚
卸
資
産
の
評
価
減
の
額

及
び
棚
卸
資
産
に
係
る
す
べ
て
の
損
失
は
、
評
価
減

又
は
損
失
の
原
因
が
発
生
し
た
期
間
に
費
用
と
し
て

認
識
し
な
か
れ
ば
な
ら
な
い
。
正
味
実
現
可
能
価
額

の
上
昇
に
よ
り
生
じ
る
棚
卸
資
産
の
評
価
減
の
戻
入

額
は
、
そ
の
戻
入
れ
を
行
っ
た
期
間
に
お
い
て
、
費

用
と
し
て
認
識
さ
れ
た
金
額
の
減
少
と
し
て
、
認
識

し
な
け
ば
な
ら
な
い
。

14
同
一
点
：

洗
替
法
で
は

ID
R

Sと
同
じ
で
あ
る
。

相
違
点
：

切
離
法
で
は
、
正
味
実
現
可
能
価
額
の
上
昇
に
よ
り

生
じ
る
棚
卸
資
産
の
評
価
減
の
戻
入
は
行
わ
な
い
。

19
同
一
点
：

貸
借
対
照
日
に
お
い
て
、
企
業
は
棚
卸
資
産
の
正
味
実

現
可
能
価
額
を
確
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
過
去
に

棚
卸
資
産
の
評
価
減
を
も
た
ら
し
た
要
因
が
す
で
に
消

失
し
て
い
る
場
合
、
減
額
し
た
金
額
を
回
復
さ
せ
ね
ば

な
ら
ず
、
す
で
に
計
上
し
て
い
る
棚
卸
資
産
評
価
評
価

損
失
引
当
金
の
範
囲
内
で
戻
し
入
れ
、
戻
入
金
額
を
当

期
の
損
益
に
計
上
し
な
け
ら
ば
な
ら
な
い
。

35
他
の
資
産
に
振
り
替
え
ら
れ
た
棚
卸
資
産
は
、
そ
の

他
の
資
産
の
耐
用
年
数
に
わ
た
っ
て
費
用
と
し
て
認

識
さ
れ
る
。

企 業 会 計 原 則 第 三 五

近
似
点
：

当
該
資
産
の
耐
用
期
間
に
わ
た
り
配
分
す
る
。
但
し

他
の
資
産
に
振
り
替
え
ら
れ
た
場
合
も
と
特
定
の
記

載
は
な
い
。

-
近
似
点
：

該
当
規
定
な
し
。
他
の
基
準
で
扱
っ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。

36
開
示
：

(a
) 原
価
算
定
方
式
を
含
む
、
棚
卸
資
産
の
評
価
に
あ

た
っ
て
採
用
し
た
会
計
方
針

企 業 会 計 原 則 注 解 ﹇ 注 ： 1 - 2 ﹈ ロ

近
似
点
：

た
な
卸
資
産
の
評
価
基
準
及
び
評
価
方
法

22 - 2
近
似
点
：

払
出
棚
卸
資
産
の
取
得
原
価
を
確
定
す
る
た
め
に
採

用
し
た
方
法
。

(b
)棚
卸
資
産
の
帳
簿
価
額
の
合
計
金
額
及
び
そ
の
企

業
に
適
し
た
分
類
ご
と
の
帳
簿
価
額

企 業 会 計 原 則 第 三 の 四 の (1
)  A

近
似
点
：

商
品
、
製
品
、
半
製
品
、
原
材
料
仕
掛
品
等
の
表
示

を
行
う
。

22 - 1
近
似
点
：

各
種
棚
卸
資
産
の
期
首
及
び
期
末
帳
簿
価
額

(c
)販
売
費
用
控
除
後
の
公
正
価
値
で
計
上
し
た
棚
卸

資
産
の
帳
簿
価
額

-
相
違
点
：

販
売
費
用
控
除
後
の
公
正
価
値
で
計
上
し
た
棚
卸
資

産
の
帳
簿
価
額
を
開
示
す
る
と
の
記
載
が
な
い
。

-
相
違
点
：

販
売
費
用
控
除
後
の
公
正
価
値
で
計
上
し
た
棚
卸
資

産
の
帳
簿
価
額
を
開
示
す
る
と
の
記
載
が
な
い
。

(d
)期
中
に
費
用
に
認
識
し
た
棚
卸
資
産
の
額

62
近
似
点
：

通
常
の
販
売
目
的
で
保
有
す
る
棚
卸
資
産
に
つ
て
、

収
益
性
の
低
下
に
よ
る
簿
価
切
り
下
げ
額
は
、
注
記

に
よ
る
方
法
又
は
、
売
上
原
価
の
独
立
表
記
す
る
方

法
に
よ
り
示
さ
な
け
ら
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
当
該

金
額
の
重
要
性
が
乏
し
い
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。

22 - 3
近
似
点
：

当
期
に
計
上
さ
れ
た
棚
卸
資
産
評
価
損
失
引
当
金
の

金
額



－124－ －125－

国際財務報告基準（IFRS）と日本・中国の会計基準との比較（棚卸資産）

(e
)第
３
４
項
に
従
っ
て
期
中
に
費
用
に
認
識
し
た
棚

卸
資
産
の
評
価
減
の
金
額

18
同
一
点
：

通
常
の
販
売
目
的
で
保
有
す
る
棚
卸
資
産
に
つ
て
、

収
益
性
の
低
下
に
よ
る
簿
価
切
下
げ
額

(前
期
に
計
上

し
た
簿
価
切
下
額
を
戻
入
す
場
合
に
は
、
当
該
戻
入

額
相
殺
後
の
額
）
は
、
注
記
に
よ
る
方
法
又
は
、
売

上
原
価
の
独
立
表
記
す
る
方
法
に
よ
り
示
さ
な
け
ら

ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
当
該
金
額
の
重
要
性
が
乏
し

い
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

22 - 3
近
似
点
：

当
期
に
計
上
さ
れ
た
棚
卸
資
産
評
価
損
失
引
当
金
の

金
額

(f
)第
34
項
に
従
っ
て
期
中
に
費
用
に
認
識
し
た
棚
卸

資
産
の
金
額
の
減
少
と
し
て
認
識
し
た
評
価
減
の
戻

入
金
額

18
相
違
点
：

期
中
に
費
用
に
認
識
し
た
棚
卸
資
産
の
金
額
の
減
少

と
し
て
認
識
し
た
評
価
減
の
戻
入
金
額
自
体
の
表
示

が
求
め
ら
れ
て
い
な
い
。
前
期
に
計
上
し
た
簿
価
切

下
額
を
戻
入
す
場
合
に
は
、
当
該
戻
入
額
相
殺
後
の

額
は
表
示
が
必
要
で
あ
る
。

22 - 3
近
似
点
：

当
期
に
戻
し
入
れ
ら
れ
た
棚
卸
資
産
評
価
損
失
引
当

金
の
金
額

(g
)第
34
項
に
従
っ
て
棚
卸
資
産
の
評
価
減
の
戻
入
を

す
る
原
因
と
な
っ
た
状
況
及
び
事
象

18
相
違
点
：
金
額
の
開
示
は
求
め
て
い
る
が
、
棚
卸
資

産
の
評
価
減
の
戻
入
を
す
る
原
因
と
な
っ
た
状
況
及

び
事
象
の
開
示
は
求
め
て
い
な
い
。

22 - 3
近
似
点
：

当
期
に
戻
し
入
れ
ら
れ
た
棚
卸
資
産
評
価
損
失
引
当

金
の
金
額
及
び
計
上
、
戻
入
に
関
す
る
状
況

(h
)負
債
の
担
保
に
差
し
入
れ
た
棚
卸
資
産
の
帳
簿
価

額
企 業 会 計 原 則 第 三 、 一 、 C

同
一
点
：

負
債
の
担
保
に
供
し
て
い
る
資
産
は
貸
借
対
照
表
に

注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

22 - 4
同
一
点
：

担
保
に
供
し
て
い
る
棚
卸
資
産
の
帳
簿
価
額

37
棚
卸
資
産
の
一
般
的
な
分
類
は
、
商
品
、
製
造
用
貯

蔵
品
、
原
材
料
、
仕
掛
品
及
び
製
品
と
い
う
分
類
で

あ
る
。
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
棚
卸
資
産
は
、
単
に
仕

掛
品
と
し
て
よ
い
。

企 業 会 計 原 則 第 三 の 四 の (1
)  A

近
似
点
：

商
品
、
製
品
、
半
製
品
、
原
材
料
仕
掛
品
等
の
表
示

を
行
う
。

22 - 1 （ 一 ）

相
違
点
：

各
種
棚
卸
資
産
と
の
記
載
の
み
で
分
類
を
特
定
し
て

い
な
い
。
別
の
規
定
で
行
わ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。（
既
存
の
会
計
基
準
と
の
関
連
に
関
す
る

記
述
が
「
企
業
会
計
準
則
」
に
は
見
ら
れ
な
い
）

38
売
上
原
価
と
称
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
、
当
期
中
に
費

用
と
し
て
認
識
さ
れ
る
棚
卸
資
産
の
金
額
に
は
、
現

時
点
で
販
売
済
み
と
な
っ
て
い
る
が
従
前
に
は
棚
卸

資
産
の
測
定
値
に
含
ま
れ
て
い
た
原
価
、
及
び
棚
卸

資
産
の
製
造
原
価
の
う
ち
未
配
賦
製
造
間
接
費
及
び

異
常
派
生
額
が
含
ま
れ
る
。
企
業
に
よ
っ
て
は
、
流

通
コ
ス
ト
の
よ
う
な
他
の
原
価
を
算
入
す
る
こ
と
が

許
容
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。

-
相
違
点
：

「
売
上
原
価
と
称
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
、
当
期
中
に

費
用
と
し
て
認
識
さ
れ
る
棚
卸
資
産
の
金
額
に
は
、

現
時
点
で
販
売
済
み
と
な
っ
て
い
る
が
従
前
に
は
棚

卸
資
産
の
測
定
値
に
含
ま
れ
て
い
た
原
価
、
及
び
棚

卸
資
産
の
製
造
原
価
の
う
ち
未
配
賦
製
造
間
接
費
及

び
異
常
派
生
額
が
含
ま
れ
る
」
と
の
定
め
が
な
い
。

-
相
違
点
：

相
当
の
記
載
が
な
い
。
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39
企
業
の
中
に
は
、
損
益
を
表
示
す
る
手
段
と
し
て
、

期
中
の
費
用
と
し
て
認
識
さ
れ
る
棚
卸
資
産
の
原
価

以
外
の
金
額
を
開
示
す
る
様
式
を
採
用
し
て
い
る
と

こ
ろ
も
あ
る
。
こ
の
様
式
の
も
と
で
は
、
企
業
は
費

用
の
性
質
を
基
礎
と
し
た
分
類
方
法
を
用
い
て
費
用

の
分
析
を
表
示
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
場
合
、
企

業
は
、
原
材
料
及
び
消
耗
品
、
労
務
費
、
及
び
そ
の

他
の
原
価
に
つ
い
て
費
用
と
し
て
認
識
さ
れ
る
原
価

を
、
当
該
期
間
に
お
け
る
棚
卸
資
産
の
純
変
動
額
と

と
も
に
表
示
す
る
。

-
相
違
点
：

相
当
の
記
載
が
な
い
。

-
相
違
点
：

相
当
の
記
載
が
な
い
。

巻
末
注
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国
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資
産
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